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はじめに 

 

「筆にのせて 未来を描く まちづくり」 
筆を大切にし、筆とともに 

町と町民の夢（未来）を描くまちづくり をめざします 

 

熊野町は、広島市・呉市・東広島市の中央に位置し、緑豊かな山地に囲まれた盆地で、町の中央

を熊野川、二河川と平谷川が流れ、周囲は田園集落が広がっており、その中心部に市街地を形成し

ました。 

 広島熊野道路等の整備により広島市との近接性が高まり、また東広島呉自動車道の全線開通によ

り、周辺都市との連携がより深まる中、この良好な自然や住環境を活かした魅力ある持続可能なま

ちづくりへの対応が求められています。 

 こうした中、本町がさらなる発展をとげるためには、人口減少社会、超高齢社会の進行、環境問

題の深刻化、災害リスクの高まりなど、本町を取り巻く社会経済情勢の大きな変化に的確に対応す

ることが必要となります。 

 このたび策定した「熊野町都市計画マスタープラン」は、これまでのまちづくりの方針を検証し、

改善した上で、広域的に捉えたまちづくりを推進するために都市計画の基本的な方針を示したもの

です。 

 今後、本計画に基づき、町民との連携・協働のもと、本町が有する多様な資源や地域特性などを

最大限に生かしながら、具体的な施策を着実に進めてまいります。 

 最後に、本計画の策定にあたり貴重なご意見等をいただきました多くの町民の皆様、また⾧期間

にわたり、議論をいただいた熊野町都市計画審議会の委員の皆様に対しまして、心から感謝申し上

げます。 

 

 

 令和３年（２０２１年）３月 

                     熊野町長 三村 裕史 


